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市場社会主義中国における社会保障システムの再構築

太原市の社会保障制度についての実態調査から

徐

1は じめ に

1-1問 題背景

計画経済 とい う制度的な要因があるため、1980年 代 までの中国社会保障システムには二

重構造が形成 されていた。都市部においては、完全雇用を前提 にしなが ら国家が財政保証

人、管理人、調達人などの役割を果た して、国有企業 を通 じて住民 に福祉サービスを供給

していた。一方、農村部においては、家族共同体の福祉機能を前提 に しなが ら、国家が機

能せず に、「人民公社」 とい う集団的組織(collectiveorganization)が 住民 に福祉サービ

スを供給 していた。

しかし、1970年 代後半か らの経済改革 を契機に、中国は市場社会主義q)に 移行 してい

る。経済改革は経済成長 とい う意味 では成功 したが、 これ まで にない さまざまな社会問題

を引 き起こした。1995年 か ら2000年 まで、7.6万 社の国有企業が破産または所有制転換 に

伴い、2,301万 人の国有企業従業員が リス トラされた。構造的失業が原因で、都市部に新

しい貧困問題が浮上 した。国家統計局城調総隊 〔2>が実施 したサ ンプリング調査 によれば、

都市部公的扶助が まだ始 まらない1995年 には、都市部の貧困人口が1909万 人 を超 えてい

た。都市部の新 しい貧困問題に伴い、都市内部格差、都市農村 間格差、地域間格差の拡大

問題が浮上 した。世界銀行の推計 によれば、中国のジニ係数は1980年 代 まで0.20台 以下

を維持 したが、1990年 代に入ってか ら0.30台 に上 り、2010年 から0.40台 を超 えた。構造

的失業、貧困人口の増加、格差の拡大を始め とする社会問題を解決することにより、安定

した政治環境 を確保するのが、政府 にとって課題 となる。 このような背景のなか、計画経

〔DW .ブ ルスらは、「市場 社会主義 とは、『複 数主義』 の要素を組 み込 みなが ら一党的支配 が維持 され、

非国有セ ンターの拡大で次第 に 「混和経 済』 化 し、 「市場調整』の範囲が不 断に拡大 しつつあ る動態的 シス

テムである」 と述べ る(ブ ルス ・ラスキ1995:44-45)。

〔2)マクロコ ン トロー ルと国民経 済計算に関す る都市部統計 デー タを調査す る、 国家統 計局の派遣機

関の一つである。
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済の産物であった改革前の社会保障 システムも再構築 され ることになった。

　計画経済時代の都市部 においては、福祉 レジームと雇用 レジームが企業福祉 レジームに

統合 され、そこでは国家、国有企業、従業員とい う3つ のアクターが機能 している。三者

は相互依存的な関係であ り、国有企業 とい うパイプ役 を通 じて、三者 の間に一直線的な関

係が構築 された。 しか し、国有企業の改革に伴い、統合 されていた福祉 レジームと雇用 レ

ジームが分断されると、企業福祉 レジーム も終焉を迎える。従来の国家、国有企業、従業

員 とい う一直線的な関係が崩壊するにつれて、国家は生産的活動か ら脱出 して社会的機能

に専念す るようになる。 また、国有企業は社会的機能か ら脱出 して生産的活動に専念する

ようになる。

　 1990年 代か ら、中央政府は体制移行 コス トの最小限化 を目標 として、より多 くのアクター

の参与 によって社会的機能を分担 させ ようとする。家族 というアクターが大 きく期待 され

ていたが、1990年 代以降の中国においては人口高齢化(3)が 浮上 し、2000年 には中国も高

齢化社会に突入 した。それに加 え、一人っ子政策による少子化が進んでいるため、家族の

扶養機能 も問題 となっている。

1-2　 先行研究の検討

　中国の社会保障に関す る研究の多 く(王2000;塚 本2006な ど)は 、社会保障改革 と国有

企業改革 との関連に焦点を当てるが、体制移行 に注 目する一方で、労働市場から排除 され

た者に対する社会保障制度の進展がそれほど重視されていなかった。 ところで、2000年 代

に入ってか ら、失業者、非正規雇用者、高齢者 など、雇用保障にカバーされていない者を

対象 とする社会保障は、低い レベルか ら発足 したにもかかわらず、急速に展開 している。

　医療保 険、年金制度、失業保険、公的扶助、公的介護を分析する際 に、一部の研究(王

2001;田 多編2004な ど)は 、制度ごとの変遷 と利弊に焦点を絞る傾向にある。本稿 はそれ

と異なって、制度 と現実の食い違いを解明するために、聞 き取 り調査 と文献調査 に基づい

て分析を行ったものである。そのほか、中国の社会保障 システムが家計調査(means-test)

を中核 とす るセ レクティブなモデルへ移行 していると述べる研究者(Guan　 2005)も いる

が、家計調査 という審査プロセスの実態 を解明す る研究は未だにない。

　福祉国家体制 には雇用保障 と社会保障か らなる2つ の軸が存在す るが、本稿は公的扶助

制度と各種社会保険制度か らなる中国の社会保障に焦点を当てる ものである。最低生活保

　 　 (3}『2011年 中 国 統 計 年 鑑 』 に よ る と、1990年 の 中 国 で は、

を 占 め 、2000年 に そ の 比率 が7.0%に 上 昇 した 。

65歳 以上の高齢者 人口が全 人口の5.9%
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障制度、城鎮居民基本養老保険と新型農村社会養老保険(都 市部住民年金と農村部住民年

金のことで、以下では居民養保 と新農保)、城鎮居民基本医療保険と新型農村合作医療(都

市部住民医療保険と農村部住民医療保険のことで、以下では居民医保と新農合)か らなる、

「社会的弱者層」を対象とする社会保障の現状を検討することが、本研究の目的である。

本稿の構成としては、第2章 では、聞き取 り調査地である太原市の概観と聞き取 り調査

の内容概要を総括する。第3章 では、最低生活保障制度、住民年金制度、住民医療保険制

度など、社会保障諸制度に焦点を当て、制度の形成について具体的に検討する。第4章 では、

都市部社会保障制度と農村部社会保障制度を比較する。最後は、中国の社会保障システム

におけるコミュニティーの機能を考察する。

2聞 き取り調査の内容概要

本稿で取 り上げた聞き取 り対象者の8人(表1)は 、太原市の都市行政 システム 〔の の各

レベ ルで社会保障実務に関わる責任者か らなっている。フィール ド調査地である太原市 に

は迎澤 区、杏花嶺区、尖草坪 区、万柏林区、小店区、晋源区、委悩県、古交県、阻曲県、

清徐県、高新区、経済区など、12の 直轄区がある。戸籍制度の社会保障に対す る影響 を解

明す るため、フィール ド調査は都市部 と農村部の混在地域である、万柏林区と小店区を中

心 に行った。万柏林 区は旧重工業 区、小店区は旧軽工業区、両区 とも1990年 代か ら2000

年代 までの国有企業不況に よる大規模 な構造的失業 を経験 したことのある地域 である。当

地域の住民の多 くは、従来の国有企業 の従業員またはその家族である。2つの区においては、

計画経済時代の住民構成 を維持 しているに もかかわらず、高齢化、低収入化、不安定な就

労 など、住民は激 しい社会変化を経験 している。

聞 き取 り対象者のなか、市政府の社会保障関係者はHさ んである。太原市の都市部では、

1980年 代の後半か ら、地方政府の主導により医療保険制度が改革された。改革の内容か ら

見る と、制度の対象者を国有企業セクター以外の従業員に拡大する、保険料 に関す る被保

険者の負担額 を明確化するなど、1998年 に国務院により公布 された 『国各院 美干建没城鎮

取工基本医症保険制度的決定』(都 市部従業員基本医療保険制度の整備 に関す る国務院か

らの決定)と 一致する部分が多 く存在する。当時の農村部では、医療保険制度がないので、

Hさ んによれば 「一部の豊かな農村地域 では村落 ごとに医療手当はあるが、そのほかの農

(の中国の都市 行政 システ ムには、上 か ら順 番に市政府 、区政府、街道弁 事処(地 区事 務所)、 居民

委員会の四つの レベ ルがあ る。
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表1.聞 き取り対象者 リス ト

氏名

Cさ ん

Wさ ん

Yさ ん

Hさ ん

1さ ん

Fさ ん

Kさ ん

Zさ ん

性別

女性

男性

男性

男性

男性

男性

女性

女性

年齢

30歳 代

50歳 代

50歳 代

60歳 代

40歳 代

40歳 代

40歳 代

40歳 代

職務

万柏林区民政局の最低生活保障担当

万柏林区の元最低生活保障専員

万柏林区人社局の居民養保担当

太原市衛生局の元医療保険担当

北営街道弁事処最低生活保障所所長

北営街道弁事処労働保障所所長

北営街道山毛社区の最低生活保障員

北営街道山針一社区の労働保障員

村地域では民政局の医療救助 に頼 らざるをえない」 という状態が20年 も続いた。

一方で、区政府 の社会保障関係者 はCさ ん、Wさ ん、Yさ んの3人 である。Cさ んは

万柏林区民政局で都市部最低生活保障の担当で、Wさ んは同機関で農村部最低生活保障の

元担当である。万柏林 区は、都市部人口が50万 人で農村部人口が6万 人であ る。その う

ちの約3,000戸 か らなる5,000人 以上の住民が公的扶助を受 けている。現行の公的扶助 は

都市部最低生活保障 と農村部最低生活保障の区別で実施 されたが、2010年 以降、万柏林区

が都市部 と農村部の公的扶助 を統合 しようとす る。2011年 現在、当地域では、都市部 と農

村部の公的扶助 に関 しては、給付対象 も給付方法 も統一されたが、給付水準にまだ差があ

る。Cさ んまたはWさ んに対す る聞 き取 り調査 は、公的扶助 の現状 と今後の さらなる展

開につ いて行われた。区人社局の年金担当である、Yさ んに対する聞き取 り調査は、労働

市場に排除されている住民 を対象 とす る年金、つ まり現行の城鎮居民基本養老保険 と新型

農村居民養老保険を中心 とす る。

1さ ん とFさ んは街道弁事処の社会保障関係者である。2011年 までの十数年間、1さ ん

は北営街道弁事処の最低生活保障所の所長 として、管 内の公的扶助制度の施行 を担当 した。

彼 に対す る聞 き取 り調査 は管内にあ る低保戸 ㈲ の総数推移 と構成変化、 または最低生活

保障制度 と失業者再就職プログラム との関係 を中心 とした ものである。Fさ ん は2010年

に区人社局か ら、北営街道弁事処の労働保障所 に派遣 された。労働保障所 は、管内の失業

者、定年者、無職者に対す る社会管理サービスの施行 を担当す る。 その内容には、失業者

再就職 プログラム、城鎮居民基本養老保 険制度、新型農村居民養老保険が含まれているの

で、彼に対する聞 き取 り調査 もそれを中心 としたものである。

Kさ んもZさ んも、元々は国有企業の従業員で、一度失業 を経験 してか ら居民委員会で

鮒 最低生活保障 を受 けている家族 の略称。
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再就職で きた。2人 とも長年にわたって社会保障の実務 を担 当 しているので、フ ァース ト

ハ ン ドな情報 を持 っている者である。K:さんは2003年 か ら最低生活保障員になっているが、

彼女 に対する聞き取 り調査は、新 しい公的扶助制度 としての都市部住宅補助 を中心 とした

ものである。Zさ んは労働保障員のほか、同 コミュニテ ィーの共産党支部委員会の委員で

もある。彼女に対す る聞 き取 り調査 は、失業者再就職プログラム、城鎮居民基本医療保険

と城鎮居民基本養老保険 との進展、またはコミュニティー と政府機 関の関係からなってい

る。

3市 場社会主義中国における社会保障の形成と変遷一 一太原市を例にして

計画経済時代の中国で は、財政体制が 「統収統支」 とい う、地方政府 も国有企業 も中央

政府 に収入を上納 し、中央政府が地方政府 と国有企業の支出を保証す るとい う仕組みで

あった。社会保障に関 しては、中央政府が制度設定、財源保障、運営管理など、決定的な

役割 を果た して きた。 ところで、1980年 代の分税改革により、地方政府請負制度が導入 さ

れ、地方政府が中央集権 的な財政体制から解放 された。その ような背景の中、1990年 代 ま

での社会保障改革が地方政府の主導 によって実施され、社会保障の地域格差が生 じた。福

祉 国家の形成には、中央政府が社会保障の制度化に責任 を持つ ことが必要であるが、中国

においては、1990年 代の後半か ら社会保障改革の主導権が地方政府から中央政府に返還 さ

れた。1997年 か ら、中央政府が城領取工基本医庁保除(都 市部従業員基本医療保険)、 城

槙取工基本芥老保険(都 市部従業員基本養老保険)な ど、社会保障制度を次々と打 ち出す

ことによって再 び改革の主導権 を持つ ようになる。以下では、公的扶助 ・医療保険 ・年金

保険を中心に、社会保障の現状 を検討する。

3-1最 低生活保障制度

経済体制移行が もた らした社会格差 の拡大、失業、貧困などの問題を解決す るために、

1990年 代か ら中央政府 の主導 によって公的扶助 制度が整備 された。1993年 に城鎮居民最

低生活保 障ライ ン、1999年 に城鎮居民最低生活保障制度、2004年 に農村居民最低生活保

障制度な ど、生活補助を中核 とす る公的扶助が打ち出 された。

中国の労働保障部、民政部、財政部が1999年 の4月 に、 『美干倣好国有企並下肉駅工基

本生活保障失並保除和城市居民最低生活保障制度衛接的通知』(国 有企業 のレイオフされ

た従業員 を対象 とする、基本生活保 障、失業保 険、都市部居民最低生活保障の リンクア ッ

プについての通知)と いう条例 を公布 したことがあ る。条例 の中には、「国有企業の元従
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業員を対象に、基本生活保障 剛 、失業保険、城鎮居民最低生活保障制度か らなる3つ の

保障ラインは、 目下の中国式社会保障制度の不可欠な部分である」 とい う項 目がある。3

つの保障ライ ンにおいては、積極 的な雇用創 出が一番望 ましい方法で、それができない場

合は失業保険に頼る。最低生活保障が最後の防衛 ライ ンとして、一番望 ましくない方法 と

見なされる。当時では、最低生活保障が都市部住民に限定され、主に失業者か らなる家族

を対象 とした。2004年 か ら、一部の地域では農村部住民を対象 とす る最低生活保障が実施

された。

最低生活保障条例 には 「共同生活 をする家族の一人当た りの収入が当地域 の最低収入基

準を下回る場合、地方政府か ら基本生活物資の援助が得 られる」 と規定 される。保障金の

給付 は最低収入認定基準 に基づ く差額給付で、地方政府が責任 を持 って管理する。中国全

体か ら見 ると、地方に よって経済発展 の水準や物価指数 などが異 なるため、各地が規定す

る最低収入基準は同一ではない。総人口423.5万 人(2011年)の 太原市では、最低収入認

定基準 は月給360元 であるが、3万 人以上の住民が最低生活保障を受けている。

計画経済時期 においては、高齢者や児童 など労働無能力者のみ を対象に公的扶助が実施

されたが、市場社会主義時期における新 しい公的扶助 としての最低生活保障制度では、労

働能力 を持 っている失業者 も非正規雇用者 も保障対象 となる。公的扶助には、家族を受給

単位 とする 「統一保障」が主なパ タンであったが、2008年 か ら個人 を対象 とする 「分別保

障」が施行 されは じめた。また、80歳以上の高齢者には高齢者特別保障金が給付 されている。

統一保障と比べ ると、分別保障 には柔軟性 と時効性 などの面において優れているが、まだ

試行の段階で保障の基準が低 く設定された。以下、統一保障 と分別保障に関す るCさ んへ

聞 き取 り調査の内容 である。

Cさ ん:こ れ までは基 本 的 に戸 籍主 本 人の提 出書 類 に も とつ いて 、統一 保 障 を行 って いるが 、2011

年度 に政 策が 変化 し、従 来 の統 一 保 障 に フ レ ックス 的 な分 別保 障 が実 施 された。 統 一保 障 にお い

て は長 期 的 な貧 困家 族 が優 先 され てい たが 、分 別 保 障 はそ れ と違 っ て、大 学 進 学 また は事 故 、病

気 な ど、 一時 的 な 困 難 に陥 る個 人 を対 象 とす る。分 別 保 障 の 審 査 も統 一 保 障 の審 査 と異 な って、

該 当す る人 が 書面 申請 を 出 した ら区政 府 が 直接 審 査 を行 う。 統 一保 障 は全 額給 付 す るが、 分別 保

障 は審査 に よ って最 低 収 入基 準 との差 額 の40%～60%の 比率 で保 障 金が 出 され る。(Fieldnote,

2011/3/15)

(ω国有企業 の失業 者は元の勤め先 か ら離れる と、 まず は再就職 セ ンターで職業 訓練 な どの基本生活

保 障を受け る。規定期 間 を超 えて も再就職が で きない と、失業保 険金が もらえる。 失業保険金 の受 領に は

期 限があ って(月 額700元 で、最大期 間24ヶ 月)、 それ を超 えて も再就職 で きない と最低 生活保 障を受け

る資格があ る。
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家族化される統一保障を維持するか、個人化される分別保障に変更するか、あるいは統

一保障と分別保障の統合される公的扶助を創出するか、そのことが最:低生活保障制度の将

来を大きく左右する。

最低生活保障は最低収入認定基準に基づ く差額保障であるため、最低収入認定基準の設

定は最低生活保障の保障範囲と保障内容と深 く関わっている。最低収入認定基準に関して

は、計算方法が複雑化 し、基準自体が厳格化している。審査に通るのが難しくなっている

一方で、通るともらえる保障金も高 くなる。以下、最低収入認定基準についてWさ んに

対する聞き取り調査の内容である。

Wさ ん:90年 代 の住 宅 売 買 自由 化 に よ り、 人 々 の収 入 も多 様 に なっ て きた。 も と もとの低 保 戸

の収 入認 定 方法 は もはや 通 用 しな くな って 、 い まは貯 金 、住 宅 賃貸 、車 、債 券 、扶 養 金 な ど、顕

在 収 入 と潜在 収 入 の 区別 で、 あ らゆ る収 入手段 につ い て逐 一 に審 査 す る。今 年 の 太原 市 の最 低収

入 基準 は330元 か ら360元(都 市 部)に 上 が っ て、低 保 戸 に対 して360元 を基 準 に差 額給 付 を行

う。例 えば、 あ る家 族 が3人 家 族 で あ る と して、 最低 生 活水 準 に よる とそ の家 族 に は少 な くと も

1,080元 の収 入 はあ るはず が 、現 実 のそ の家 族全 員 の収 入 は合計 で500元 しか ない。 この場合 、 そ

の家族 に対 して580元 の差額 給付 金 が出 され る。 実際 の計算:方法 はそれ よ りも複雑 で あ る。(Field

note,2011/3/17)

政府は最低生活保障の保障対象を 「最低収入認定基準を下回る住民家族」と規定 したが、

それは大雑把な言い方で、実際に保障 を受けている人は2種 類か らなる。①障害者 と子 ど

ものいない高齢者など、いわゆる社会的弱者がずっ と低保戸で留 まっている。②急 な失業

や、病気や、大学進学 などによって一時的な経済援助 を必要 とする家族である。② の場合、

3ヶ 月あるいは半年の間に、臨時的に最低生活保障を受けることがで きる。それが原因で、

低保戸の構成には、かな りの変動が見 られる。例 えば、国有企業の元従業員は、失業 した

時点か ら定年になるまで、収入源がない限 り最低生活保 障を申請す る資格はあるが、一旦

定年になると、養老金が もらえるので自動的に資格 を喪失 した。

最低収入認定基準の厳格化 とともに、労働力のある低保戸に対 しては仕事紹介 システム

が2004年 か ら導入 された。その狙 いは、労働力 のあ る低収入者 を労働市場に復帰 させる

ことである。以下、仕事紹介 システムに対する1さ んに対す る聞き取 り調査である。

1さ ん:2004年 以 前、 多 くの 人は労 働 力が あ るに もかか わ らず 、毎 日何 も しないで最低 生 活保 障金

に よ って生 活 してい た。2004年 か らは、 そ うな らな い よ うに、政 府 は最 低収 入水 準 を上 げ るだ け

で は な く、 労働 力 の あ る低 保戸 に対 して、 職業 紹介 シス テ ム を導 入 した。 再 就職 訓 練、 も し くは

仕事 紹 介 を2回 以 上 理 由 な く断 る と、低 保 戸 として は失 格 と判 定 され る。 上 海、 北 京 の よ うな大

都 市 で は制 度が い っそ う厳 し くされて い る。 もち ろん、 本 当 に老 弱、 も し くは病 気 と障 害の 低保
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戸 は 対 象 外 で あ る 。(Fieldnote,201113120)

最低生活保障制度の核心 となる部分は家計調査である。3級 審査と呼ばれる認定審査が

3ヶ 月に1回 実施され、審査のプロセスとしては①地方政府が最低収入認定基準を規定す

ると、該当する申請者自身がまず所属の居民委員会(都 市部)と 村民委員会(農 村部)に

書類を提出し、委員会主催の公聴会に通ると街道弁事処に申請者資料を提出する②街道弁

事処が委員会の提出資料を基に、電算などの審査を行う③街道弁事処の電算審査に通る申

請者には、区民政局が最後の審査を行う。転籍戸の最低生活保障申請など、新規申請に関

する審査が特に厳 しくされた。たとえ一連の審査に通るとしても、労働力があると判断さ

れる申請者には、半年以上は最低生活保障を受けることができない。

3-2城 鎮居民基本医療保険と新型農村合作医療

城鎮居民基本医療保険と新型農村合作医療のない時代には、従業員基本医療保険に参加

できない人にとって、医療費用は全額自己負担であった。当時の低保戸を含む経済的困難

な患者は、民政局の医療救助金に頼るしかない状況にあった。以下、医療救助について、

Wさ んに対する聞き取 り調査の内容である。

Wさ ん1か つ て は低 保 戸 に とっ て医 療救 助 金 は最 低 生活 保 障 金 よ りも重 要 な存 在 で あ った。 医療

救 助 金 は低 保戸 の み に給付 され て い るわ けで はな い。 医療 救助 は3つ の グル ープ に分 け て実 施 さ

れ て いるが 、救助 金 の上 限が2万 元 で あっ た。城 鎮居 民 医療保 険制 度 と新型 農村 合作 医療 が ある と、

医 療救 助 金 に対 す る 区政府 か らの予 算 が少 な くな ったが 、 そ の代 わ りに低保 戸 の保 険 料 は個 人負

担 で はな く区民政 局 が支払 う。(Fieldnote,201113121)

2007年 以降の太原市においては、基本医療保険制度が定着す ることによって貧困者の医

療難がある程度解決 されている。医療救助に も変化が見 られ、救助範囲が10種 類の疾患

に縮小 し、救助金の上限が高 くなった。『太原市居民界老保除手冊』(太 原市居民養老保険

についてのガイ ドブック)に よれば、医療救助金 は3つ のグループを対象 に提供する。A

グループ、低保戸に対 しては全額給付。Bグ ループ、低収入家族(最 低収入基準の2倍)

に対 しては個人負担分の4割 を給付する。Cグ ループ、中等以下収入家族(最 低収入基準

の4倍)に 対 しては個人負担分の1割 を給付す る。いずれの場合 も、給付 される金額は3

万元を上限とす る。

1998年 の城鎮従業員基本医療保険制度が都市部有職者を、2006年 の新型農村合作 医療

が農村部住民を医療保障 システムに収めたが、都市部住民 を対象 とする医療保障制度の整
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備は2009年 になってからのことである。太原市は2007年 に城鎮居民基本医療保険の試行

地 として選ばれ、それで都市部従業員、都市部無職住民、農村部住民 を対象 とする3つ の

医療保 険制度が完備された。2006年 に公布 された 『国劣院 美干升展新型衣村合作医i庁拭点

的指尋意児』(新 型農村合作医療の試行に関する国務院か らの指導意見)に も2007年 に発

表 された 『国劣院美干升展城鎮居民基本医庁保険拭点的指尋意児』(城 鎮居民基本医療保

険の試行に関する国務院か らの指導意見)に も、試行期では各地域が経済発展の段階に従っ

て、地方政府には基金水準 と保障標準の設定が一任され、無職住民の医療救助の負担軽減

を試行期 目標で、低いレベ ルか ら発足するとい う原則 を維持 しな くてはならないと書かれ

ている。2007年 には未成年者 と都市部無職住民を居民医保 の対象 と規定 したが、2008年

か ら大学生 も居民医保の対象 となった。

2011年 の時点 で、太原 市 にお いて は62.7万 人の都市部 住民が居民 医保 に加入 して、

104.48万 人の農村部住民が新農合に加入 している。2012年 の居民医保の保険料 は年 間384

元で、保険の内容 は以下の ようになっている。①市内で通院する場合、市衛生局が病 院を

1等(低)、2等(中)、3等(高)と 格付 ける。保険加入者が1等 病院で通院す ると200元

を超 える部分 の医療費用が85%給 付 される。2等 病院で通院す ると400元 を超える部分の

医療費用が70%給 付 される。3等 病院で通院す ると800元 を超 える部分の医療費用が60%

給付 される。②市外で通 院する場合、 まず市内病院の担 当医師の同意 を得た上で転院手続

きをする。北京、上海、広州にある病院で通院費用が発生する と55%給 付 される。ほかの

地域の病 院に関 しては転 院手続 きが許可 されない。③いずれの場合 も、給付の上限は6万

元である。それに対 して、2012年 の新農合の保険料 は年間50元 で、保険の内容 は以下の

ようになっている。①市内で通院する場合、保険加入者が1等 病院で通院す ると200元 を

超 える部分の医療費用が75%給 付 される。2等 病院で通院す ると400元 を超える部分の医

療費用が65%給 付 され る。3等 病院で通院する と800元 を超 える部分の医療費用が60%給

付 される。②市外で通院する場合、まず市 内病 院の担 当医師の同意を得た上で転院手続 き

をする。北京、上海、広州にある病院で通院費用が発生す ると50%給 付 される。 ほかの地

域の病 院に関 しては転 院手続 きが許可 されない。③給付上限は6万 元 で、居民医保の給付

上限 と一致する。

城鎮居民基本医療保険 と新型農村 合作医療 には、以下のような特徴がある。① カバ レー

ジを重視する。従業員医療保険にカバーされていない都市部住民 と農村部住民なら、誰で

も加入で きる。太原市にお ける居民医保 の加入率が95%で 、新農合の加入率が99%で あ

る。②保険基金は政府財政に保証される。新農合保険基金の8割 は政府財政が保証 してい

る、残 りの2割 が個人による保険料である。居民医保基金には2割 は政府財政が保証 して
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いる、残りの8割 が個人による保険料である。③医療費用精算の複雑化。「属地管理」と

いう原則に則って、都市部住民も農村部住民も戸籍所在地の医療保険しか加入できないし、

医療費用の給付も戸籍所在地病院の受診とそれ以外の受診で給付割合が大きく異なってい

る。更に、戸籍所在地で受診するとしても、病院の格付けによって給付方法が異なる。

3-3城 鎮居民基本養老保険 と新型農村養老保険

1980年 代 か ら2000年 代 まで、中央政府 の指示 に従って、太原市では都市部 と農村部に

おいて、無職 の住民を対象 とす るい くつかの養老保 険制度が施行 された。①1992年 か ら

農村社会養老保険(以 下で、旧農保)が 民政局 によって実施 されたが、あまりにも小額 な

保険料 と養老金が原因で中断 された。②農村部の小学校教員を対象 とす る特定養老保険も

あるが、い まその加入者は138人 しかいない(ほ かの者はすでに亡 くなった)。 ③2000年

まで郷鎮企業従業員養老保険 もあったが、いまになって郷鎮企業が存在 しないので この種

の養老保険 も停止することになる。それらの養老保険制度は時代 の産物 にす ぎない。中断

された原因にはいろいろあるが、政府 による財政保証 なしで個人保険料 を中心 とする養老

保険制度が機能で きない傾向にある。

2006年 か ら新型農村居民養老保険が中国の一部で試行 され、今度は中央政府 と地方政府

が養老保険の基本養老金 を確保す る。新型農村居民養老保険の試行経験をもとに、2010年

から城鎮居民基本養老保険が一部の地域で試行 されは じめた。太原市 においては、「基本

を保障する、カバ レージを広 くす る、フレックス性のある、持続可能 な保険」 を理念 として、

居民養保 と新農保 を試行 している。具体的 に言 うと、①保険加入者の経済状況 を配慮 した

上で、低 いレベ ルか ら養老保険をスター トする。②加入者個人と家族、政府が責任 を明確

化 に してか ら施行す る。③政府の主導 と住民 の自由参加 とい う原則 にもとついて、地方政

府が政策 を積極的に推進する。④ 中央政府が基本原則 と主要政策を設定 し、地方政府が 「属

地管理」の理念で具体政策を設定する。

中央政府 は 「2020年 まで全国的に養老保険制度の実施を確保する」こ とを 目標 としてい

るが、2011年 においては、全国の3割 の試行地で城鎮居民基本養老保険が実施 され、全国

の4割 の試行地で新型農村養老保険が実施 されている。太原市 においては、居民養保の参

加率は65%で 、新農保 の加入率 は80%で ある。以下では太原市 における養老保険の試行

経験 を総括す る。

①保険加入者は無職住民である。 『太原市居民葬老保険手冊』 には、「加入者は従業員基

本養老保 険に加入 していない満16歳 の太原市都市部住民である」 と書 いているが、 聞き

取 り調査 か ら居民養保加入者のほ とん どが40代 以上の無職の都市部住民であることが明
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らかにされた。新農保の場合、2010年 から農村出稼 ぎ労働者向けの養老保険制度が実施 さ

れているので、新農保の加入者 は無職の農村部住民である。以下、万柏林区居民養保 と新

農保の第一責任者Yさ んに対する、加入者属性についての聞 き取 り調査である。

Yさ ん:万 柏林 区 で は、現 時点 の居 民養 保 の加 入者 数 は9,600人 で、 これか ら増 え る見込 みで 、最

大 は15,000人 にな る と予 想 で きる。(加 入 者 は)主 に国有 鉱業従 業 員の 妻 だ。彼 女 らは も とも と農

村戸 籍 で、夫 が国 有鉱 業で15年 以 上働 い た ら、彼 女 らも含 む扶 養家 族 は戸籍 を変 え るこ とがで きる。

そ こで生 涯無 職 の彼 女 らに とっ て、 城鎮 居 民 基本 養 老保 険 に加 入 す る必 要性 が 生 じた。将 来 に お

い て も、40代 以上 の女 性が 加 入者 の主力 で あ りつ づ け る。(Fieldnote,201113117)

②保険料 に関 しては、年額100元 か ら1,000元 まで、保険加入者本人の意志による10段

階の選択肢がある。2013年 か ら保険料には微調整があって、選択肢が10段 階か ら6段 階

になる。

③養老金給付 は基礎養老金 と個人口座の二つの部分からなる。基礎養老金は、中央政府

が55%、 市政府が10%、 区政府が35%(平 均値で、各区の財政事情 によって変わる)と

い う比率で、完全に政府の予算か ら支出され る。基礎養老金 として、月に一人あた り55

元以上がもらえる。個人口座では、月に個人口座総額割 り139(現 行養老金給付係数)の

金額が もらえる。例 えば、 ある人が40歳 か ら年額1,000元 の保険料 を20年 続けて納付す

ると、60歳 から月に55元 プラス144元 、合計199元(利 息を除 く)の 養老金がもらえる。

④ ガイ ドブックでは 「原則 としては、養老保険加入者は15年 以上連続 して保 険料 を納

付す ると、60歳 になる と養老金が もらえる」 とい う条例があるが、1年 分の保険料さえ支

払えば60歳 になった際 に対応 した養老金が もらえるなど、制度の開始期 に関 して柔軟 な

部分がある。そのほか、制度が実施 され始めた時点ですでに60歳 になっている住民に対

して、無条件で月に55元 の基礎養老金 を給付す る。

施行か ら短 い時間 しか経 っていないので、現状 で城鎮居民養老保険 と新型農村養老保

険(以 下では、両者 を住民養老保険 と称する)を 評価す るのは まだ難 しいところはあるが、

以下では制度の利弊を分析す る。① カバ レージを広げることの代償 として、社会保険 とし

ての保障力が足 りない。加入者にとって、た とえ最大保険料(年 間1,000元)を15年 連続

納付するとして も、60歳 になった ら月に200元 程度の養老金 しかもらえない。その場合、

低収入の無職住民 にとって、何 も払わずに月に360元 の最低生活保障金に頼るほうが合理

的な選択 となる。②個人、家族、政府 を中心 とす る、限定 されたアクター。養老保険の基

金構成 を見 ると、基礎養老金 と個人口座の2つ の部分がある。基礎養老金は中央政府 と地

方政府の予算 による拠 出である。個人口座 の部分は、加入者本 人が保険費 を納付するか、
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加入者の子 どもが保険費 を納付す るか、加入者 の両親が保険費を納付するかのいずれであ

る。③地方政府の自主権による地域格差。中国全体 から言 えば、養老保険制度の整備 され

ていない地域が7割 を超 えている。養老保険制度の試行地では、基礎養老金基金の45%は

地方政府 の自主判 断に任せる。太原市管 内の各区の間には、中央財政の55%負 担額 と市財

政の10%負 担額 は統一 されたが、区財政の負担分によって格差が生 じる。条例 によれば区

財政の負担額 は35%を 維持 しなくてはならないが、それを大幅に上回る区もあれば、 まっ

た く負担 しない 区 もある。上か ら順番 に、迎澤 区が80%、 杏花蛉 区が65%、 小 店区が

35%、 万柏林区 と清徐県が25%区 財政に予算が出されるが、ほかの区では区財政が予算を

出さない。最 も負担額が大 きい迎澤区住民の基礎養老金(月 に145元)が 太原市平均の基

礎養老金(月 に71.58元)の2倍 以上 になる。

4都 市部社会保障制度と農村部社会保障制度との比較から

4-1計 画経済時期の中国社会保障システムにおける勤め先要因と戸籍要因

計画経済時期の中国社会保 障制度は、二重構造的な制度であると多 くの研究者が指摘 し

ている ¢eung1994;SeldenandYbu1997な ど)。都市部では、福祉 と雇用に関 しては 「高

就業、低賃金、高福祉」が特徴で、国有企業従業員 を始め とする都市部住民 は制度的福祉

を受けているのに対 して、農村部ではほとんどの住民が 自給 自足の原理で残余的福祉 しか

受けていない。 さらに、都市部住民でさえ必ず しも平等な福祉サー ビスを受けていない と

い う議論がある。 より細分す れば、公務労働者(socialservant)が トップに位置 して総

合的な福祉供給を受け、そのほかの都市部住民が ミドルに位置 して限定 された福祉供給を

受け、農村部住民がボ トムに位置 して最小限の福祉供給を受けるという、三段階式 の福祉

供給 システム を1980年 代 までの中国は採用 していた。無論、二重的構造であれ三段 階式

なシステムであれ、その時期の中国においては 「社会主義式な平等」 というスローガンの

裏で、異 なる社会集団に属する住民が不平等 な立場に置かれていることが事実 としてある。

従来の階層化 された中国社会保障システムには勤め先要因 と戸籍要因が存在する。勤め

先要因は都市部内部に影響力を持って、社会保障システムの トップにある公務労働者 とミ

ドルにあるそれ以外の都市部住民 を区分 している。公務労働者は国家機関 もしくは国有企

業に勤めているのに対 して、ほかの都市部住民 は公務労働者の扶養家族、民営企業従業員、

自営業者(ご くわずか)、 もしくは無職者のいずれである。勤め先要因のほか、都市部 と

農村部の間には、戸籍制度 とい う壁が あるせいで、格差が大 きくなっていた。それが戸籍

要因 として、都市部住民 と農村部住民を区分 している。農村部 においては、家族 とキ ンシッ
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プが強調され、集団的組織 である人民公社が福祉サービスの実質上の供給者 となっていた。

しか し、市場社会主義時代に入 ると、中国社会保 障システムにおける勤め先要因 と戸籍

要因は必ず しも定着 した存在ではない。市場 メカニズムの導入により、都市部においては

終身雇用制が崩れて業績主義が台頭 しはじめ、市場でサー ビスを購入で きる ミドルクラス

層 もあれば、国家の援助に頼 るしかない貧困者 もある。各人の階層や職種 に応 じた福祉供

給が行 われて格差が拡大 している現在、社会保障システムにおける勤め先要因はます ます

強化 されることとなった。

4-2市 場社会主義中国の社会保障 システムにおける戸籍要因の弱体化

現代 中国の戸籍制度の原点は、1951年 の 『都市戸籍管理哲定条例』(都 市部における戸

籍管理の暫定条例)で ある。当条例は中国の都市部住民 を対象 に、転入転出、出生死亡、

結婚離婚の際 に、戸籍所在地の公安局に登録する義務があると規定 した。農村部住民 を戸

籍制度に収める最初の条例は1958年 の 『中隼人民共和国戸籍登i己条例』(中 華人民共和国

戸籍登録条例)で あった。農村部住民の都市部への流入 を防 ぐために、当条例は 「公民が

農村部か ら都市部 に転居するためには、都市部労働部門の採用証明書、 もしくは学校の入

学証 明書、 もしくは都市部戸籍登録機 関の許可証 を持 っていて、戸籍所在地 の登録機関

に行って転居手続 きをす る」 と規定 し、現代中国の戸籍制度 を基礎づけた。「非農業戸籍」

を持つ都市部住民、「農業戸籍」 を持つ農村部住民 の間には、埋めることのできないギャッ

プが存在 して、二重構造が形成 された。

市場社会主義時期に入ってか ら、経済成長 には安価 な労働力が求め られるため、農村部

住民の都市への移動が始 まった。 しか し、出稼 ぎ労働者 としての彼 らには、都市部に滞在

す ることはで きるが、都市部住民の ように教育、医療、社会保 障を受 ける権利が ない。戸

籍制度自体 に改革が行 われた現在、以下では、都市部住民 と農村部住民を取 り巻 く公的扶

助 と各種社会保険の比較 を通 じて、中国社会保 障システムにおける戸籍要 因の影響力 を明

らかにする。

①最低生活保障制度。都市部最低生活保障制度 は1999年 か ら全 国的に実施 され、農村

部最低生活保障制度は2003年 か ら一部の地域(2011年 に22省)で 実施 されている。最低

生活保障の実施 は市 を単位 として、各市が最低収入認定基準 を規定す る。太原市の場合、

2012年 までに市政府が都市部最低収入基準 を360元 に、農村部のそれを280元 に規定 した

が、2012年10月 か ら最低収入基準が360元 に統一 された。農村部低保戸数 は、都市 部低

保戸数の1.5倍 で、市区財政に対す る負担が大 きい。「農村部最低生活保障には、最初か ら

市財政が予算を出さず、区財政が5割 、郷財政が3割 、村財政が2割 の比例で財源が確保
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されたが、様々な問題が生 じた。そ こで2006年 か らついに財源の確保は市財政 と区財政

に担わされた」 とい うWさ んの話か ら、農村部最低生活保障制度の変化が伺 える。

②城鎮居民基本医療保険 と新型農村 合作医療。農村部 においては2006年 か ら新農合が

試行 されているが、都市部では2007年 か ら居民医保が試行 されている。現在、両者の試

行地である太原市 における、新農合の保険料は年間50元 であるが、居民 医保の保険料は

年間384元 でその7倍 以上 になる。保険料 にそれだけの差がある原因は、国家財政の投入

にある。新農合の基金には、1人が50元 の保険料 を払 うと政府が250元 もの補助金 を出す。

居民医保の基金 には、1人 が384元 の保険料 を払 うと政府が50元 の補助金 しか出さない。

保険の内容を見る と、居民医保の給付率 は平均7割 で、新農合の給付率 は平均6割 である。

給付率に区別があるに も関わらず、新農合の給付率は毎年徐々に上がっている。

③城鎮居民基本養老保険 と新型農村社会養老保険。新農保が2008年 か ら、居民養保が

2010年 か ら一部の地域において試行 された。太原市 は両方の試行地である。新農保が従業

員基本養老保険に参加 していない農村部住民を、居民養保が従業員基本医療保険に参加 し

ていない都市部無職住民 をそれぞれの保険加入者 としてい るが、それ以外では新農保の内

容 と居民養保の内容は一致 している。

都市部住民 と農村部住民 を対象 とする社会保障諸制度の比較を通 じて、社会保障 システ

ムにおける戸籍要因の影響力が弱まってい ることが分かった。開始時点、政府投入、制度

保 障力な ど、 中国の社会保障システムに関する改革は必ず しも都市部優先ではな く、社会

集団別の人口多数順で施行 され るケースも存在する。社会の安定を維持するため、都市部

従業員向けの福祉供給が最優先 され るが、ほかのグループに対する福祉供給 は最小限投入

と最大範囲 カバ レージなどの原則 に沿って供給 されること、それが市場社会主義 中国の社

会保障の現状である。

5都 市部社会保障システムの再建におけるコミュニテ ィーの重要性

5-1都 市部中国における住民主導型コミュニティーの可能性

計画経済時期の都市部中国においては、中央政府 は国有企業 と政府機関などの 「単位」(7>

を通 じて、従業員 とその扶養家族を含む、都市部住民に全般的な福祉サービスを供給 して

(7)DavidBray(2005:5)に よれば、「単位(workunit)は 都 市部住 民の勤 め先 として、彼 らを組織 、管 理、

監視、訓練 、教育、保護す る……(単 位は)は っ きりした空間ユニ ッ トとして、コ ミュニテ ィーを形成 させ、

都 市部住民 の社 会帰属 意識 を強化 させ る」。「単位」の 中、経 済的活動の 有無に よっては、事 業単位 と企業

単位 との区分があ る。
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いた。その時期 においては、低い賃金の代 わ りに、完全雇用 と所得維持が確保 された。

1980年 代 までは、国有企業 も、大学 も、政府機関 も、それぞれひとつの 「単位」であ り、

福祉供給の実体であった。都市部 においては、国家、単位、個人の ような一直線的な福祉

供給関係が構築 された。 しか し、1970年 代後半か ら、経済体制に市場メカニズムが導入 さ

れることにより、国有企業が不景気および倒産 まで追い詰められた。国有企業の生産効率

を向上 させるためには、国有企業か ら福祉部 門を始め とする非生産部門を切 り離 さな くて

はならない。それ と関連 して、社会保障システムの再構築が喫緊の課題 となる。そのため

には、国家と単位以外の、より多 くのアクターを福祉供給に参与 させることが肝要である。

1991年 にに公布 された 『国各院 美干企並取工葬老保険制度改革:的決定』(企 業従業員養老

保険制度改革に関する国務院か らの決定)が 実施され、国有企業 に内部化されていた単位

制従業員福祉制度、いわゆる企業福祉 レジームが終焉を迎えた。社会保障システムの体制

移行は国有企業の従業員か ら始 まり、全社会の構成員 まで改革の余波が広が りつつあった。

構造的失業が もた らした貧困 と格差 などの社会 問題 を解決するために、都市部中国にお

いては、政府、市場、住民 の間にあるコ ミュニティーの重要性が浮上 した。特に無職の都

市部住民の場合、労働市場 に排除されたため市場 を通 じて福祉 サー ビスを購入す ることが

困難 とな り、家族の福祉機能は少子高齢化の影響で弱体化 して きた。国家は低水準広範囲

の原則で公的保障を供給 しているが、都市部無職住民の福祉サービスの担い手はコミュニ

ティーにほかならない。以下、最低生活保障に関す るコミュニティーの参与 について、C

さんに対す る聞き取 り調査の内容である。

Cさ ん:都 市 部 最 低生 活 保 障 の受 給 資格 認 定審 査 に 関 して は、 まず 申請者 自身 が所 属 の居 民 委員

会 に書 類 を提 出 し、 居民 委 員会 の審 議 に通 る と街 道 弁事 処 に提 出す る。 農村 部 に お いて は、 まず

申 請者 自身が村 民 委 員 会 に書類 を提 出 し、村 民 委 員 会の 審 議 に通 る と街 道弁 事 処 に提 出 す る。 そ

の後 の プ ロセ ス は同 じで 、街 道弁 事 処 の審 査 に通 る と区民政 局 が最 後 の審 査 を行 う。2010年 か ら

の城 中村(urbanvillage)改 造 に伴 い、元 々農村 戸籍 で あっ た住 民 の多 くも都 市戸 籍へ と移 転 した。

そ こで 農村 部 最低 生 活保 障 を受 けて きた人 も都 市 部最 低 生 活保 障 の対 象 とな って、 新 た な審査 基

準 、給 付 方法 、保証 金 が求 め られて い る。(Fieldnote,201113115)

Cさ んが言 う 「社区」は英語のCommunityの 訳語で、社区 といえば、一定地域に居住

する人々によって構成 された生活共同体 とい う意味以外、都市行政 システムの最下位 にあ

る居民委員会 という意味が含まれている。社区は村落と同 じ、自治体であって、およそ3,000

人か ら16,000人 までの住民が1つ の社区に住み込む。1989年 の 『中隼人民共和 国城市居

民委員会組銀法』(都 市部居民委員会組織 に関する中華人民共和国の法律)で は、 自治体
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としての社 区の役割 を以下のように規定 している。①社区は社 会安定の維持 を通 じて、政

府 を支 える。②社区内の住民 に公的サー ビスを提供する。

中国の社 区が完全 自治体 であるか どうかについて、学者の間には統一な意見を出さない

状態である。 中国のコミュニティーが、1949年 か ら1978年 までの政府主導期、1978年 か

ら2000年 までの合作管理期を経験 してか ら、2000年 か らは社区自治期 に入ったとい う論

者(干2011)も あれば、社 区の 日常運営 に関する政府か らの関与がまだ大 きく存在 してい

るという論者 もいる。後者の観点 をまとめると、①1つ の社区には、共産党委員会 と居民

委員会が共存 しているが、社区運営の決定権は共産党委員会にある。②居民委員会が上位

政府機 関に派遣された任務 に没頭する一方で、本職である公的サー ビスの提供がおろそか

にされた。③居民委員会の委員は住民の選挙に よって選ばれるが、選挙を保障す る法律が

欠如 しているほか、住民の参与意識が希薄化 しているため、民主 と自治が単なる形式的な

存在である。

社区運営 に対す る政府か らの関与が まだまだあるなか、社区の 自治 も 「政府 の主導 によ

り半 自治」 にす ぎない。に もかかわ らず、社区の主体性 が拡大 しつつある。居民委員会選

挙 プロセスの改革 と社区公聴会制度の確立がそれに大 きく貢献 した。現行の 「中華人民共

和国城市居民委員会組織法」 によれば、居民委員会の主任、副主任、委員 は、本社 区の住

民 に選挙 された ものであ る。 しか し、当法律が公布 された当初 においては、居民委員会の

主任が ほとん ど上位政府機関に指定 された もの となった。2007年 の中国共産党第17次 全

国代表大会を契機 として、居民委員会 の天下 り人事が停止 され、「公衆推薦、直接選挙」

とい う選挙方式が定着 した。 この選挙プロセスにおいては、居民委員会に対す る上位行政

機関の参与が、候補人条件の規定や選ばれた委員の審査 に制限された。 さらには、2010年

か ら、公衆推薦 なしの直接選挙、す なわち事前に候補人を指定 しない居民委員会選挙が、

広州を始め とする一部の地域 に試行 された。このように、中国の下位行政体系 には、民主

と自治が進んでいる。

社 区の主体性 を確保するもう1つ の要因は、社区公聴会制度の施行である。社区公聴会

は、居民委員会の人選問題か ら、治安防犯、環境保全、住民間紛争、社 区内工事予定、公

的資金の使用まで、住民生活 と関わっていることを中心 に行われ、18歳 以上の住民 には参

加する権利がある。会議の決定については、半数以上の出席者 による同意 を得 る必要があ

る。最低生活保障の受給資格 も社区公聴会のテーマの1つ である。以下は、最低生活保障

の社 区公聴会に関する1さ んへの聞 き取 りである。

1さ ん:居 民委 員会 で は、3ヶ 月 ごとに社 区内 の低保 戸 に対 して公聴 会 を行 う。居民 委 員会 の委 員、
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低保 員 、 申請 家族 に詳 しい住 民 に は公聴 会 に参加 す る義 務 が あ る。会 議 で は、 まず 申請家 族 が 申

請理 由 を説明 し、次 に低保 員 が当 家族 の家 計事情 を紹介 す る。異 議 があ れば 、その場 で 申 し立 て る。

な けれ ば、 可否 につ い て参 加者 に よ り投 票 が行 われ る。 この よ うに、 最低 生 活保 障 の 申請 家族 に

はまず社 区公聴 会 の審 議 に通 らな けれ ばな らな い。(Fieldnote,201113!7)

「公衆推薦、直接選挙」 という選挙方式、 または社 区公聴会制度の導入によ り、上位政

府機関 と社 区の関係が再構築 された。社区における居民委員会の自主性が拡大 しているほ

か、社区サービスセ ンター、家政セ ンター、不動産管理セ ンターなど、社 区運営 に関わる

民 間組織が参与 しは じめ ると、政府が主導す る社区のかわ りに、住民が主導する社 区の可

能性が高 まる。上位政府機 関が さまざまな実務か ら脱出し、政策の設定 と実施に専念する

ことによ り、コミュニティー としての 「社区」の民主性 と自律性が最大限 まで活性化 される。

5-2社 会保障システムにおける社 区の機能

1990年 代以降、国有企業型生産生活共同体 の崩壊を きっかけに、地域社会の再組織化 を

課題 とす る政府は、社区建設 という概念 を提唱 しはじめた。従来は政府機 関や国有企業な

ど単位で働いた従業員 らとその家族が生産生活共同体 を構成 したが、不動産が自由に売買

で きるようになるにつれ、その ような生活共同体 は崩壊 してきた。 より低 い資金で よりよ

い社会サー ビスを提供するこ とを目的 とす る政府 は、1990年 代半 ばか ら、「政府 の指導、

民政の管理、関連部門の協調、住民の参加」 を理念に しなが ら社 区建設 をは じめる。社区

管理セ ンターの公文書によると、社区建設の狙いは政府が これ まで負担 していた社会サー

ビス と公共安全の役割をそれぞれ社区に移行することである。社区建設の狙 いは、政府、

市場、家族のほかに、地元住民を供給対象 とする社区 とい う、新 たな社会保障の主体 を作

り出すことである。

居民委員会 をは じめ、社区が地域福祉サービスを住民に提供する。無職の都市部住民に

福祉サービスを提供するのはこれまで家族構成員の責任であったが、中国が高齢化社会に

入 ることによって、福祉 サービスの供給 と実際のニーズの間にズ レが生 じたため社区がそ

れを補わな くてはならない。2000年 代まで、中国社会保障における社区の機能は公的扶助、

再就職、社会保険か らなっていたが、城鎮居民基本養老保険 と城鎮居民基本医療保険が実

施 されることによって、社会保障 における社 区の機能が よ り細分化 された。現時点では、

社会保障における社区が①城鎮居民最低生活保障② 医療救助③住宅補助④城鎮居民基本養

老保険⑤城鎮居民基本医療保険⑥失業者の再就職援助 など、6つ の側面 において さまざま

な実務を担当 している。
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城鎮居民最低生活保障における社区の機能については、1さ んが以下のように述べた。

1さ ん:最 低生 活保 障 を受 け る には、社 区 内住 民 とい う身分 が どう して も必 要 だろ う。 それ が最 低

限 の所 属 であ る。2002年 まで 、保 障 金 も社 区 を通 じて手 渡 しとい う形 で給付 したが 、2002に 電 算

シス テ ムが導 入 され た後 、保 障 金 は 区財 政 局 が直 接 に指 定 銀行 の 口座 に振 込 を行 う(Fieldnote,

2011/3/9)o

城鎮居民基本養老保険と城鎮居民基本医療保険における社区の機能については、Zさ ん

が以下のように述べた。

Zさ ん:社 区労 保員 は失 業者 を対 象 に失業 登録 の手 続 き、心理 指導 、職 業訓 練 、職 業紹介 な どを行 う。

定年 者 を対象 に、定年登 録 、日常 援助 、レジ ャー生活 の 企画 な ど、い わゆ る 「社 会化管 理 サ ー ビス 」

を行 う。2010年 か ら城 鎮居 民 基本 養 老保 険 が実 施 され、 それ を実 際 に受 け付 けて い るの は各 社 区

の労 保 員 で あ るか ら仕 事 内容 も複雑 にな って くる… …毎 年 一番 忙 しい時 期 が9月 で、 そ の月 に新

規加 入者 の受 付が 行 われ る。 その時 期 には労 保員 が1人 で受付 してい るの では な く、労保 員が デ ー

タ入 力 を、居 民 委員会 の ほか の メ ンバ ーが書 類 受付 と会計 を務 め る。去 年 の受付 期 間 は20日 間で 、

新 たに加 入 した人 は35人 で ある。(Fieldnote,201213123)

2008年 から廉租房制度という、都市部低所得層家族向けの住宅補助制度が一部の地域 で

試行 された。その狙い は都市部住民の経済的困難が原因の住宅難を解決す ることである。

廉租房制度の実施は最低生活保障制度の実施 と類似 し、家族を対象に、政府がまず1人 あ

た りの平均最小住宅面積基準(太 原市では2010年 が13平 方メー トルで、2011年 が15平

方メー トル)を 決めて、あ る家族の1人 あた り住宅面積がその基準 を下回るかつ家族の1

人あた り収入が最低収入認定基準の2倍(太 原市では720元)を 下回る場合に、書面で申

請すれば、居民委員会、街道弁事処、区政府の順に認定が行われる。廉租房向けの敷地が

少ないので、申請認定に合格 した家族の問に抽選が行われる。抽選にあたると廉租房に住

むことがで き、抽選に外れた と廉租房補助金が もらえる。補助金の計算方法 は、「平均最

小住宅面積基準 ×家族人数 一実際の住宅面積 ×10元 ×12ヶ 月」 となる。以下、住宅補助

制度 における社区の機能について、Kさ んに対する聞 き取 り調査の内容である。

Kさ ん:廉 租 房制 度 は新 しい制 度 で、近 年 来、仕 事 の 中心 に なる。 開始 年 の2008年 は、 ほ とん ど

の 手 間 をそ れ に費 や してい た。6月 は宣伝 期 で、 住 民 にお 知 らせ をす る。7月 が 申請 受付 期 間 で、

100戸 の 申請者 が殺 到 した。8月 は 申請者 に対 す る調 査期 間で、 低保 員 は1人1人 の 申請 者 を訪 問

しな くて は な らな い。 その 後 は調 査結 果 を ま とめ、 街 道弁事 処 に報告 す る。10月 に 最終 審査 結 果

が 出 て、100戸 の 申請 者 の う ち40戸 が 許可 され た。 許可 され ない住 民 は不 満 を表 明 し、 毎 日居 民
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委員 会 の オ フ ィス に集 まっ て説 明 を求 め た。12月 に はや っ と、許 可 され た 申請者 に対す る給 付 金

が出 され た。(Fieldnote,2012!3121)

コミュニティーの社会保障における重要性は、1990年 代 まで認め られていなかったが、

最低生活保障制度、城鎮居民基本養老保 険制度、城鎮居民基本医療保険制度 の実施以降、

社会保障におけるコ ミュニティーの機能が明確化 された。近年、社 区保障 という概念が、

一部の学者 の提 唱によって受け入 れるようになった。社区保障 とい うのは、「地域 の社会

福祉 政策 と住民 の実際生活を基準 に、社区を1つ の基本単位 として、社区内組織 と社区内

住民の共同参画を通 じて、社区メンバーの物質生活 と文化生活をより充足するために、社

会福祉事業 と社区内住民 を中心 に展 開された社会保障のことであ る」(卓・亜2004)。 無職者、

失業者、定年者、障碍者など、住民 とい う身分 しか持たない者 を対象 とす る社会保障制度

の実施にあたっては、社区が重要 な役割を果た している。ただ し、社会保障におけるコミュ

ニティーの機能が拡大 しつつある現在、経費不足、地域 間格差、政府 とコミュニテ ィー と

の権限判定などの新 しい問題に対 しては、慎重に検討する必要性がある。

6お わりに

本稿は市場社会主義時代の中国に注 目し、最低生活保障制度、住民年金制度、住民医療

保険制度からなる社会保障の現状を取 り上げた。上記の諸制度の試行地である太原市にお

いてフィール ド調査と文献調査法を併用 しながら、労働不可能者または失業者を対象とす

る社会保障諸制度の実態を考察 してきた。

計画経済時期の中国社会保障システムでは、戸籍要因の存在が原因で、都市部と農村部

との区別で二重構造が形成された。都市部では完全雇用のもとで住民らには制度的福祉が

供給されたが、農村部では特定の対象とする残余的福祉しか供給されていなかった。市場

社会主義に移行している現在、中国社会保障システムに対する戸籍要因の影響力が弱まっ

てきたのに対して、勤め先要因の影響力が強まってきた。都市部住民か農村部住民かを問

わずに、有職と無職の区分が前提となり、有職者には労働力市場での業績によって福祉サー

ビスが供給されているが、無職者は国家の公的保障に頼るしかない。

労働市場に排除された者にとって、国家が低水準広範囲の原則で限定的な福祉サービス

を供給することを背景に、市場で福祉サービスを購入することができず、少子高齢化によ

る家族の小規模化が原因となって家族の扶養機能も弱体化される時に、福祉機能を補完す

るためのコミュニティーの重要性は明らかである。全社会の構成員が計画経済時代の単位
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人か ら市場社会主義時代の社会人へ と身分 を転換 した現在、住民 という身分 しか持 たない

無職者 を対象に社会保障を供給す るには、 コミュニティーを始め とす る、 より多 くのアク

ターの参与が期待 されている。
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Restructuring of the social security system in market socialism: 

From the field survey on social security in Taiyuan City, China

Xu Yao

     Bearing in mind that the state welfare system consists of two axes, the 

employment security system and the social security system, this paper focuses on the 

social security system of contemporary China. Market reforms from the late 1970s 

meant that this country succeeded in the sense of economic growth, while a variety of 

social issues emerged. In order to prevent further development of social problems such 

as structural unemployment and urban poverty, reform of the social security system 

become very urgent for the government. 

     Based on a field survey and literature survey in Taiyuan City, this paper 

examines public assistance, national pension, and health insurance, as a part of social 

security reform. Due to the existence of the family register system, a dual-structure 

society between urban and rural areas had been formed since the planned economy 

period, which deeply influenced the social security system. However, as the coverage of 

public assistance and national social insurance expands to the rural areas, such kinds 

of influence have weakened gradually. 

     For those who fail to gain access to the labor market and employment security, 

the state supplies limited welfare services on the principle of "wide range but low-

level". While markets remain dysfunctional, the welfare services that used to be 

supplied by the family have also shrunk, due to the dramatically aging population. 

Through field research of 'Shequ' in Taiyuan City, we may reach the conclusion that in 

order to complement the welfare functions, the importance of the role of the community 

is obvious. As all members of China's society have had their identity and social 

integration transformed as a consequence of market reforms, the community could be 

the most predictable supporter that can provide welfare services to every resident.
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